
○広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則 

 

広島市規則第７０号 

令和３年７月３０日 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、広島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例（令和３年

広島市条例第４９号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（学校給食の実施に係る学校） 

第２条 条例第２条に規定する規則で定める学校は、広島市立学校条例（昭和３９年広島市

条例第１９号）別表の⑵の表に掲げる小学校、別表の⑶の表に掲げる中学校、別表の⑸の

表に掲げる中等教育学校の前期課程及び別表の⑹の表に掲げる特別支援学校とする。 

（学校給食費の納付額） 

第３条 条例第４条第１項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

⑴ 別表第１の左欄に掲げる第１期から第９期までの各期 別表第２の左欄に掲げる区分

に応じ、同表の右欄に定める単価に、各年度において予定される学校給食（学校給食法

（昭和２９年法律第１６０号）第３条第１項及び特別支援学校の幼稚部及び高等部にお

ける学校給食に関する法律（昭和３２年法律第１１８号）第２条に規定する学校給食を

いう。以下同じ。）の実施回数（ 以下「年間予定実施回数」という。）を乗じて得た額を

１０で除して得た額（当該除して得た額に１００円未満の端数があるときは、当該端数

を切り上げた額。以下「期別納付額」という。） 

⑵ 別表第１の左欄に掲げる第１０期 別表第２の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄

に定める単価に、年間予定実施回数（年間予定実施回数の変更がされた場合にあっては、

当該変更後の年間予定実施回数)を乗じて得た額から期別納付額に９を乗じて得た額を

控除した額（当該控除した額が零を下回る場合にあっては、零） 

２ 食材に関する特別の配慮を必要とする児童等（条例第３条に規定する児童等をいう。以

下同じ。）、転入又は転出により各年度の途中から本市が実施する学校給食を受け、又は受

けないこととなる児童等その他特別の事情があると認められる児童等に係る学校給食費の

額であって前項の規定により難いと認められるものについては、同項の規定にかかわらず、

市長が別に定める。 

３ 市長は、各年度において、当該年度における学校給食の実施に係る実績に照らして必要

があると認められるときは、その定めるところにより、前２項に定める額を変更するもの

とする。 



（学校給食費の納期限） 

第４条 条例第４条第１項の規則で定める納期限は、別表第１の左欄に掲げる区分に応じ、

同表の右欄に定める日（当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日に当たるときは、その直後の日曜日、土曜日又は当該

休日でない日）とする。 

２ 前条第２項に掲げる児童等に係る学校給食費の納期限であって前項の規定により難いと

認められるものについては、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める。 

３ 前２項の規定にかかわらず、前条第３項の規定による変更により追徴すべき学校給食費

の納期限は、市長が別に定める。 

（遅延損害金の算出） 

第５条 条例第４条第２項の遅延損害金の算出は、同条第１項の学校給食費で未納のものの

額（当該未納のものの額に１，０００円未満の端数があるとき又は当該未納のものの額が

２，０００円未満であるときは、当該端数の額又は当該未納のものの額を切り捨てた額）

に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、法定利率を乗じ、その乗じ

て得た額に市長が別に定める額未満の端数があるとき又は当該乗じて得た額が市長が別に

定める額未満であるときは、当該端数の額又は当該乗じて得た額を切り捨てて行うものと

する。 

２ 前項の遅延損害金の額の計算についての年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間につい

ても、３６５日当たりの割合とする。 

（還付及び充当） 

第６条 学校給食費に係る過誤納金があるときは、速やかに、これを還付するものとする。 

２ 前項の規定により過誤納金の還付をする場合において、当該還付を受けるべき保護者等

に未納の学校給食費又はこれに係る遅延損害金があるときは、当該還付をすべき学校給食

費を当該未納の学校給食費又はこれに係る遅延損害金に充当するものとする。 

（学校給食費の減免） 

第７条 条例第５条の規定により学校給食費の減免を受けようとする保護者等は、所定の申

請書にその理由の基礎となる事実を証明する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

（委任規定） 

第８条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第３条、第４条関係）  別表第２（第３条関係） 

区 分 納期限  区 分 単 価 

第１期 ６月末日 
 

小学校又は特別支援学校の小学部の児童 
円  

２５０ 

第２期 ７月末日  中学校、中等教育学校の前期課程又は特別

支援学校の中学部若しくは高等部の生徒 
３００ 

第３期 ８月末日  

第４期 ９月末日    

第５期 １０月末日    

第６期 １１月末日    

第７期 １月４日    

第８期 １月末日    

第９期 ２月末日    

第１０期 ３月末日    

 


